様式第18号（第55条関係）
	
過　誤　納　金　還　付　（充　当）　通　知　書
年　　月　　日

興　部　町　長　(　氏　　　　名　)　
下記のとおり過誤納となりましたから還付します。
　　　なお、過誤納分のうち③のとおり未納の徴収金に充当しました。

	整理番号
	税（科）目
	住所
	

	
	
	氏名
	　様　　　　　　

	過誤納金の内訳
	年度
	月
	納付（納入）年月日
	納付（納入額）
	正当（更正額）
	過誤納金
	備考

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合計
	
	
	1. 
	

	還付加算金
	年度
	月
	過誤納金
（千円未満切捨て）
	計算の始期
	計算の終期
	日数
	金額

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	〔計算式〕（過誤納金×割合×日数÷365＝還付加算金）※割合については下記参照
※過誤納金については、全額が二千円未満の場合、全額切捨て
	計
	

	
	計算の結果、算出された還付加算金額の百円未満切捨て、また、その全額が千円未満であるときはその全額を切捨てる。（法２０条の４の２⑤）
	1. 

	充当内訳
	徴収原簿番号
	年度
	期別
	税目
	税額
	収入済額
	充当額計
	差引未納金

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	計
	
	
	1. 
	

	還付金額（①＋②－③）
	円
	還付理由


※割合　　（還付加算金の割合を明記すること。）
[bookmark: _GoBack]注意　　この通知について、まちがい又は不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して3ケ月以内に町長に対して審査請求をすることができます。この通知書の決定の取消を求める訴えは、決定があったことを知った日の翌日から起算して6ケ月以内に町を被告として（町長が被告の代表者となります）提起することができます。なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して6ケ月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。ただし、前記の審査請求をした場合には、審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6ケ月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

